
家庭用生ごみ処理機の購入助成について 
 

 塩竈市では、燃やせるごみの約４割が生ごみ（ちゅう芥類）で、年間約 7,000トンも焼

却処分されています。 

 そのようなことから、家庭から出る生ごみ等の減量化を図るため、生ごみ処理機の購入

費の一部を助成します。 

 皆さんもご家庭で生ごみの減量化に取り組んでみましょう‼ 

 

 助成対象機器  （詳細は裏面を確認ください） 

 

 

 

 

 

① 乾燥式 生ごみ処理機     ② バイオ式 生ごみ処理機     ③ 生ごみ減容処理機       ④ 生ごみ堆肥化容器 

 

 助成対象者 

① 市内に住所を有し、かつ、居住している方 

② 生ごみ処理機を設置できる敷地を有し、適切に維持管理できる方 

③ 堆肥化された生成物又は減量化された生ごみを自己の責任で処理できる方 

 

 助成金額 

  購入金額（消費税含む）の２分の１で、２万円を上限とする 

  ※100円未満切捨て 

 

 申請方法        申請は、環境課窓口又は郵送で行うことができます。 

                 （申請期間：令和 5 年 4 月 1 日から令和６年 3 月 31 日まで） 

 【環境課窓口で申請を行う場合】 

  生ごみ処理機器を購入後、①領収書原本（購入日、購入者、購入機器及び本体価格が記載されてい

るものでレシートは不可）、②メーカー発行の保証書又は取扱説明書の写し、③振込先のわかる通

帳又はキャッシュカードの写し（金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義のわかるもの）

と印鑑を持参し、環境課にお越しください。（平日のみ 午前 8時 30分から午後 5時 00分まで） 

 【郵送で申請を行う場合】 

  市ホームページからダウンロードした①申請書（押印したもの）に、②領収書原本（購入日、購入

者、購入機器及び本体価格が記載されているものでレシートは不可）、③メーカー発行の保証書又

は取扱説明書の写し、④振込先のわかる通帳又はキャッシュカードの写し（金融機関名、支店名、

種別、口座番号、口座名義のわかるもの）を添えて、下記までお送りください。 

 

お問合せ・申請先  市民生活部環境課クリーン対策係 

塩竈市字杉の入裏３９番地４７ ☎３６５－３３７７ 



 主な助成対象となる機器の紹介      

 ご家庭の住環境やライフスタイルにあった機種をお選びください。 

①  家庭用生ごみ処理機（乾燥式） ②  家庭用生ごみ処理機（バイオ式） 

 

【特徴】 

電気を利用し、 

生ごみを短時間で加熱

乾燥減量化する。 

（主に屋内設置） 

 

【特徴】 

微生物が生ごみを 

水分と炭酸ガスに分解 

する（主に屋外設置） 

【メリット】 

 ・コンパクトで管理しやすい 

 ・短時間で処理できる 

【メリット】 

 ・処理分解後のごみは堆肥として利用可 

 ・作業が簡単（生ごみを入れふたをするだけ） 

【デメリット】 

 ・電気代がかかる 

 ・機種によって音が気になる場合がある 

【デメリット】 

 ・電気代がかかる 

 ・バイオチップ（微生物）の定期補充が必要 

  

③  生ごみ減容容器 ④  生ごみ堆肥化（コンポスト）容器 

 

【特徴】 

発行促進剤により 

生ごみが発酵する。 

容器の下部から水分を 

抜くこともできる。 

 

【特徴】 

家庭の庭など、土があ

るところに埋めて使用

し、微生物の力で生ご

みを堆肥化する。 

【メリット】 

 ・購入費用が安い 

 ・下部から出る水分は液肥として使用できる 

【メリット】 

 ・購入費用が安い 

 ・自然の力で堆肥ができる 

【デメリット】 

 ・発酵促進剤の費用がかかる 

 

【デメリット】 

 ・混ぜたり土を投入したりと手間がかかる 

 ・虫や臭いが発生することもある 

 

以上は、代表的な処理機です。現在、様々な生ごみ処理機が販売されているため、特徴等はあくまで

参考にご覧ください。 

また、上記の機種以外にも生ごみを減量化・リサイクルできる処理機があれば、助成の対象となる場

合がありますので、環境課までお問い合わせください。 

 

 
 

【助成対象外】 

・法人が購入した機器 

・オークションや個人売買、中古品として購入した機器 

・家庭用排水管に直接排水する機種（ディスポーザー型）の生ごみ処理機 

・容器以外の生ごみ処理剤等 


